
長崎県公共事業評価監視委員会運営要領

第１ 目的

この要領は、長崎県政策評価条例（以下「条例」という。）第８条の規定に

基づき設置した長崎県公共事業評価監視委員会（以下「委員会」という。）の

運営に関して、必要な事項を定めるものである。

第２ 委員会の事務

１ 再評価の審議

      水産部、農林部、県民生活環境部及び土木部（以下「各事業実施主体」

という。）が作成した別記１に該当する事業の対応方針（原案）について

審議を行い、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合には、知事

に対し意見書を提出するものとする。

なお、対応方針（原案）決定と各事業の審議方法の選定については、

別記２によるものとする。

２ 事後評価の審議

   土木部が作成した別記３に該当する事業の対応方針（原案）について

審議を行い、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必

要性がある場合や、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合に

は、知事に対し意見書を提出するものとする。

第３ 委員会審議

１ 委員会への提出資料

（１） 再評価対象事業数一覧（別記４）

（２） 再評価対象事業位置図（別記５）

（３） 再評価対象事業一覧表（別記６）

（４） 各事業所管省庁において定める再評価実施要領細目に基づき作成

した事業毎の再評価に係る個表資料

（５） 事後評価対象事業位置図（別記５）

（６） 事後評価対象事業一覧表（別記７）

（７） 国土交通省において定める事後評価実施要領細目に基づき作成し

た事業毎の事後評価に係る個表資料

  （８） その他参考資料



２ 都市計画の決定・変更の取扱

   都市計画の決定又は変更が行われた事業については、前第２の１の「事

業採択」並びに「着工準備の予算化」を「都市計画の決定又は変更」に読

み替えることができるものとする。

３ 河川整備計画の策定・変更の手続きによる取扱

   河川事業･ダム事業については、河川整備計画の策定･変更の際、河川法

に基づき、学識経験者、関係住民、地方公共団体の長の意見を聞くに当た

って学識経験者等から構成される流域委員会等が設置される場合は、本委

員会に代えて、当該流域委員会等において審議を行うものとし、その審議

結果については、計画策定又は変更後、本委員会へ報告を行うものとする。

   また、前第２の１に示す再評価の時期については、「事業採択」を「河

川整備計画の策定又は変更」と読み替えることができるものとする。

４ 対応方針（原案）の審議

   各事業実施主体が作成した対応方針（原案）の委員会への審議依頼は、

政策評価に関する基本方針（以下「基本方針」という。）第２の２の２－

１（３）の規定に基づき、別記８によるものとし、委員会での説明は、原

則として各事業の担当課長が行うものとする。

５ 委員会審議のスケジュール

委員会審議のスケジュールは、原則として別記９に示すとおりとする。

６  詳細審議のための事業選定

委員会は、必要に応じて審議対象事業から詳細審議事業を選定し、現地

調査等を実施するものとする。詳細審議事業の選定は、対応方針（原案）

の説明後、委員会において決定するものとする。

７ 次年度審議対象予定事業の報告

各事業実施主体は、次年度の審議対象予定事業を別記１０の様式によ

り、審議実施年度の前年度に各委員に報告するものとする。なお、委員の

改選があった年度は、審議実施年度当初に報告するものとする。

添付資料は、別記４、５、１１、１２に示す様式によるものとする。

第４ 委員会審議の公表等

１ 審議結果の公表

委員会の審議結果及び議事録要旨等は、基本方針第２の４の規定に基づ

き、県民センターにおける縦覧、ホームページへの掲載、報道機関への発

表等、県民が容易に公表内容を入手できる方法に努めるものとする。

なお、議事録要旨については、公表前に委員会の確認を得るものとする。



２ 公表資料への質問等への対応

審議内容及び公表資料への質問がある場合には、事務局並びに各事業実

施主体の担当課が対応するものとして、委員会並びに委員は、質問回答へ

の責務を負わないものとする。

第５ 委員会意見の尊重

１ 委員会意見書の提出

基本方針第２の２の２－１（３）に規定する委員会から知事への意見書

の提出は、別記１３によるものとする。

２ 対応方針の決定

各事業実施主体は、基本方針第２の３の規定に基づき、委員会審議の結

果を最大限尊重して対応方針を決定し、当該事業の所管省庁に報告するも

のとする。

事務局は、対応方針をとりまとめのうえ、別記１４により各委員へ報告

するとともに、第４の１の方法により県民に公表するものとする。

なお、報告並びに公表資料は、別記１５、１６に示す様式によるものと

する。

３ 委員会意見に基づく改善措置

各事業実施主体は、委員会の意見に基づく改善措置等の状況について、

別記１７の様式により、原則として、意見提出がなされた次回の委員会で

報告するものとする。

ただし、改善等の意見への対応として、経過状況の観察等が必要な場合

には、対応策並びに改善効果が判断される時点を明示して、委員会へ報告

するものとする。

第６ 市町事業の審議

１ 市町事業の審議依頼

市町における再評価対象事業については、別記１８の様式により、当該

市町長が知事へ依頼することにより、委員会の審議対象事業とするものと

する。

また、当該市町長は、別記１９の様式により、次年度審議対象事業を前

年度に知事へ報告するものとする。



２ 対応方針の決定

当該市町長は、委員会意見を最大限尊重して対応方針を決定し、その結

果を別記２０の様式により事務局に報告する。

事務局はとりまとめのうえ、各委員へ報告するものとする。

３ 各事業担当課との連携調整

当該市町事業を指導・監督する各事業実施主体の担当課は、当該市町事

業の対応方針（原案）の作成のための資料作成、委員会説明、現地調査等

について、十分な連携調整並びに助言を行うものとする。

第７ 委員会の委員

条例第９条に規定する委員は、次に掲げる各分野の専門家等のうちか

ら、知事が任命するものとする。

（１） 技術分野   （大学において土木工学又は建築工学関係を

専門とする教授等）

（２） 法律分野    （大学において法学関係を専門とする教授、

又は弁護士等）

（３） 経済分野   （大学において経済学関係を専門とする教授、

又は経済分野の専門家等）

（４） 環境分野   （大学において環境関係を専門とする教授等）

（５）  地方自治分野 （地方自治に造詣が深い専門家等）

（６） その他        （幅広く社会情勢に精通し、一般世論を代表

しうると考えられる者）

なお、委員の選任においては、県が別に定める「付属機関等の設置及び

運営に関する要綱」に基づくものとする。

第８ 委員会の運営

１ 委員会の招集

（１） 知事は、基本方針第２の７（１）の規定に基づき、委員長に対し

委員会の開催依頼を別記２１により要請するものとする。

（２） 委員長は、（１）の要請があった場合、別記２２により委員会を

招集するものとする。

ただし、委員の改選に伴い開催される初回の委員会については、

別記２３により知事が委員会を招集するものとする。



２ 外部の専門家等の意見聴取

事業の特性に応じた判断や技術的判断のために、委員会の承認を得て、

外部の専門家等の意見を聞くことができるものとする。

３ 現地調査等の特例

審議対象事業の現地調査については、条例第１１条第２項の「委員の半

数以上が出席」は適用しないものとする。

４ 各部担当課

各所管省庁の事業に係る庶務並びに資料等の取りまとめは、次の主

管課が主体的に行うものとする。   

（１） 水産庁関係事業は、水産部漁港漁場課とする。

（２） 農林水産省関係事業（水産庁関係事業と農業集落排水事業を

除く）は、農林部農村整備課とする。

（３） 農業集落排水事業と公共下水道事業は、

県民生活環境部水環境対策課とする。

（４） 国土交通省関係事業（公共下水道事業を除く）は、

土木部建設企画課とする。

第９ その他

１ 本運営要領に定めのない事項については、委員会と事務局が十分協議の

うえ、別に定めるものとする。

第１０ 施行

１ 本運営要領は、令和３年１月１４日から施行する。

２ 本運営要領の施行に伴い、「長崎県公共事業評価監視委員会運営要領  

（令和元年７月３１日施行）」は廃止する。
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適
宜

長 期 継 続 再 評 価 後

再
評

価
実

施
後

５
年

を
経

過
し

た
事

業
再

評
価

実
施

後
５

年
を

経
過

し
た

事
業

５
年

経
過

後

林
野

公
共

事
業

の
事

業
評

価
実

施
要

領
（

平
成

1
2
年

3
月

1
3
日

付
　

1
2
林

整
計

第
7
3
号

 
 
林

野
庁

長
官

）
 
最

終
改

正
：

平
成

2
8
年

5
月

2
3
日



＜別記２＞

＜対応方針（原案）の作成＞

再評価対象事業

※ 視点（１）　事業の必要性等に関する視点
① 事業の進捗状況並びに進捗見込み

※視点（１）による ② 関連事業の進捗状況
再評価により継続が ③ 事業を巡る社会経済情勢等の変化
妥当と判断できるか ④ 費用対効果分析の基礎となる要因の変化

⑤ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向

妥当と 妥当と
判断できる 判断できない

※視点（２）による ※ 視点（２）
※視点（２）による 再評価に基づき コスト縮減や代替立案等
再評価により 事業手法、施設規模等 の可能性の視点
事業見直しの の見直しを実施
必要があるか

見直し実施で
見直し必要なし 効率化が図られる 視点（１）・（２）の

再評価がいずれも
継続が妥当と
判断できるか

コスト縮減や
事業手法、施設規模 妥当と 妥当と
等の見直しを実施 判断できる 判断できない

継　続 見　直　し　継　続 ※休止・中止

※ 国土交通省関係

事業は休止を除く

＜一括・個別審議（原案）の作成＞

Yes

※ 年度平均事業費５億円以上

No

Yes

No

個別審議

と判断

※ 一括・個別審議選定評価

一括審議 ・ 効率性・有効性

と判断 ①費用対効果

②事業の進捗状況

・ 必要性

③社会経済情勢等の変化

一　括　審　議 個　別　審　議

ただし、再評価の理由が「事業採択後５年未着手」は「個別審議」とする

効率性・有効性、

「対応方針（原案）決定」と「一括・個別審議(原案)作成」

必要性を評価※

であるか※

大規模事業

B/Cが1.1未満

あるいは算定できない
事業



＜別記３＞       

国土交通省所管公共事業の事後評価対象事業

１ 対象とする事業の範囲

対象とする事業は、国土交通省が所管する補助事業（社会資本整備総合交付金及

び地域自主戦略交付金の要素事業を含む。）のうち、維持・管理・修繕、災害復旧、

河川工作物関連応急対策に係る事業を除く全ての事業とする。

２ 実施する事業

事後評価を実施する事業は、事業継続中に再評価を実施した事業のうち、以下の

事業とする。

① 全体事業費が10億円以上で、事業完了後５年が経過した事業のうち、事後評価

を一度も実施していない事業

② 事業の実施主体が事後評価を実施する必要があると判断した事業

３ 事後評価の実施時期

事後評価の実施時期は、事業完了から５年が経過する年の年度末までとする。ま

た、実施主体が事後評価を実施する必要があると判断したときに実施する。

事業種別と事業完了の定義

事業種別 事業完了の定義

都市公園等事業 原則として計画区域全域において、都市公園法第２条の２に

基づく供用開始の公告が行われた時点

河川事業 原則として一連の整備効果を発現する区間の整備が完了した

時点

ダム事業 原則として建設事業が完了した地点

砂防事業等

（地すべり、急傾斜地

崩壊対策を含む）

砂防事業：全体計画又は一定計画策定の単位で整備が完了し

た時点

地すべり、急傾斜地崩壊対策事業：区域における一連の対策

事業が終了した時点

海岸事業 背後を海岸災害から防護する一連の海岸について整備が完了

した時点

道路事業 原則として事業採択を行った区間又は箇所が全線供用を開始

した時点

街路事業 原則として事業採択を行った区間又は箇所が全線供用を開始

した時点

公営住宅等整備事業 原則として国庫補助事業が完了した時点

住宅市街地等整備事業 原則として国庫補助事業が完了した時点

港湾整備事業 原則として事業採択を行ったプロジェクトの整備が全て完了

し供用を開始した時点

空港整備事業 原則として事業採択を行った箇所が全て供用を開始した時点



＜
別

記
　

４
＞

　
　

　
年

　
月

作
成

担
当

部
担

当
課

対
象

事
業

数
県

事
業

市
町

村
事

業
備

  
考

水
産

部
0

0
0

漁
港

漁
場

課
0

農
林

部
0

0
0

農
村

整
備

課
0

森
林

整
備

室
0

県
民

生
活

環
境

部
0

0
0

水
環

境
対

策
課

0

土
木

部
0

0
0

都
市

政
策

課
0

道
路

建
設

課
0

道
路

維
持

課
0

港
湾

課
0

河
川

課
0

砂
防

課
0

住
宅

課
0

合
　

計
0

0
0

　
　

  
  

年
度

　
再

評
価

対
象

事
業

数
一

覧



位
置

図

（
別
記
５
）

年
度

再
評

価
（
事

後
評
価

）対
象
事
業
位
置
図



別
記

６
（
再

評
価

）

<
別

記
　

６
>

事
業
費

着
工

完
了

（
億

円
）

前
年

度
迄

事
業

費
進

捗
率

用
地

進
捗

率
H
3
0
年

度
事

業
費

H
3
1
年

度
以

降
事

業

（
億

円
）

(
%
)

(
%
)

※
２

（
億

円
）

（
億

円
）

当
初

※
１

現
行

※
１

　
２

回
目

以
降

の
再

評
価

の
場

合
、

「
当

初
」
は

「
前

回
」
と

置
き

換
え

て
い

る
。

※
３

　
用

地
進

捗
率

の
上

段
は

「
事

業
費

ベ
ー

ス
」
、

下
段

（
 ）

書
き

は
「
契

約
（
面

積
）
ベ

ー
ス

」
で

あ
る

。

費
用
対
効
果
分
析

コ
ス
ト
縮
減

及
び

代
替
案
立
案
の

可
能
性
の
有
無

Ｂ
／

Ｃ
分

析
基

礎
の

要
因

の
変

化

上
位
計
画
へ
の
位
置
づ
け
、

関
連
事
業
の
状
況

上
段

：
当

初
※

１
下

段
：

変
更

  
  
年

度
　

再
評

価
対

象
事

業
一

覧
表

  
  
年

 月
作

成

整
理

番
号

事
業
計
画

再
評
価
の

理
由
※
３

再
評
価
の
視
点

前
回

審
議

年
度

対
応

方
針

(
原
案
)

事
業
名

施
設
名

事
業

主
体

事
業
箇
所

事
業
概
要

工
 
 
期

事
業
進
捗
の
状
況
及
び
見
込
み

社
会
経
済

情
勢
の
変
化

地
元
等

の
意
向

水
産

庁
、
農
林
水

産
省

林
野
庁
関
係
事
業

実
施
時
期

事
業

採
択

後
５
年
経

過
（

補
助
事

業
）

事
業

採
択

後
1
0
(
5
)
年

経
過

（
交

付
金
事

業
）

②
③

、
④

③

再
評

価
後
５

年
経

過
（

補
助
・
交

付
金

事
業
）

再
評
価
後

1
0
年

経
過
（
下

水
道
事

業
）

⑧
⑨

⑧

長
崎
県
公
共
事
業
評

価
監
視
委
員
会
運
営
要
領
＜

別
記
１
＞
よ
り

準
備

・
計

画
準

備
・

計
画

段
階

　
予

算
化

後
５

年
経

過

⑦

そ
の

他
上

記
以

外
で

再
評

価
の

実
施

の
必

要
が

生
じ

た
事

業
（

適
宜

）
（

水
産

庁
、

国
土

交
通

省
）

⑪

再
評

価
後

再
評

価
後

５
年

経
過

再
評

価
実

施
後

、
工

期
延

長
ま

た
は

事
業

費
増

額
の

変
更

を
行

う
事

業
変

更
前

の
工

期
ま

た
は

事
業

費
を

超
過

す
る

前
年

度
ま

で

⑩
社

会
経

済
情

勢
の

急
激

な
変

化
等

（
適

宜
）

そ
の

他

区
分

未
着

工

長
期

継
続

事
業

採
択

後
1
0
年

経
過

※
２
　
「
再
評
価
の
理
由
」
の
項

目
一
覧

国
土

交
通
省
関
係
事
業

実
施
時
期

事
業

採
択

後
５
年

未
着

工

①

事
業

期
間

５
年

以
内
の

事
業

が
大

幅
に

工
期

が
延

び
る

見
込

み
事

業
採

択
後

５
年

経
過
（

交
付

金
事

業
）

⑥

再
評

価
の

必
要

性
の

判
断

基
準

に
該

当
す

る
事

業
事

業
採

択
後

６
～

９
年

目
（

交
付

金
事

業
）

⑤

③
：
 １

０
年

経
過

④
：
 　

５
年

経
過

　
　

　
（
５

年
経

過
時

点
で

再
評

価
が

必
要

と
判

断
）



＜
別
記

　
７
＞

○
年
○
月
○
日
作
成

事
業

費

着
工

完
了

（
億

円
）

当
該

事
業

に
係

わ
る
対

応
方

針
同

種
事

業
に
係

わ
る
対

応
方

針

（
今

後
の

事
後

評
価

の
必

要
性

、
改

善
措

置
の

必
要

性
）

（
同

種
事

業
の

計
画

・
調

査
の

あ
り
方

や
事

業
評

価
手

法
の

見
直

し
の

必
要

性
）

当
該

事
業

に
係

わ
る
対

応
方

針
同

種
事

業
に
係

わ
る
対

応
方

針

（
今

後
の

事
後

評
価

の
必

要
性

、
改

善
措

置
の

必
要

性
）

（
同

種
事

業
の

計
画

・
調

査
の

あ
り
方

や
事

業
評

価
手

法
の

見
直

し
の

必
要

性
）

○
○

○
○

事
業
／
○
○

○
○

費
用

対
効

果
の

選
定

の
基

礎
と
な
っ
た
要

因
の

変
化

事
業

実
施

に
よ
る
環

境
の

変
化

社
会

経
済

情
勢

の
変

化

対
応

方
針

（
原

案
）

年
度

　
事

後
評

価
対

象
事

業
一

覧
表

該
当

基
準

整
理
番
号

事
業
名
／
施
設
名

事
業
計
画

事
業
箇
所

事
業
概
要

工
 
 
期

事
後

評
価

の
評

価
項

目

○
○

－
1

事
業

の
効

果
の

発
現

状
況

費
用

対
効

果
の

選
定

の
基

礎
と
な
っ
た
要

因
の

変
化

再
評

価
実

施

全
体

事
業

費
１
０
億

円
以

上

事
業

完
了

後
５
年

○
億

円
H
○

H
○

○
○
ｍ

○
○
　
○
○
ｍ

○
○
市

○
○

－
2

○
○

○
○

事
業
／
○
○

○
○

○
○
市

○
○
ｍ

○
○
　
○
○
ｍ

H
○

H
○

○
億

円

再
評

価
実

施

全
体

事
業

費
１
０
億

円
以

上

事
業

完
了

後
５
年

事
業

の
効

果
の

発
現

状
況

事
業

実
施

に
よ
る
環

境
の

変
化

社
会

経
済

情
勢

の
変

化

対
応

方
針

（
原

案
）



＜別記８＞

○ 建企 第    号

年 月 日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長   ○○○○○ 様

長崎県知事 ○○○○○

    年度長崎県公共事業評価監視委員会への

意見諮問について

このことについて、    年度再評価・事後評価対象事業について対応方

針（原案）を作成いたしましたので、長崎県公共事業評価監視委員会運営要領

第３の４の規定に基づき、関係資料を添えて、委員会の意見を求めます。

記

１ 添付資料

年度再評価対象事業数一覧（別記４）

年度再評価対象事業位置図（別記５）       

年度再評価対象事業一覧表（別記６）

  年度事後評価対象事業位置図（別記５）       

  年度事後評価対象事業一覧表（別記７）



＜
別
記
　
９
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公
共
事
業
評
価
監
視
委
員
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
令
和
３
年
度
以
降
）

資
料
作
成

事
務
局

委
員
調
整

（
委
員
改
選
）

委
員
任
期
2
年
、

4
期
8
年
で
満

期
。

委
員
会

意
見
書
提
出

議
会
報
告

県
議
会

※
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
事
務
局
の
都
合
等
に
よ
り
変
更
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
委
員
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
見
直
す
予
定
。

関
係
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

9
月

5
月

8
月

7
月

6
月

当
該
年
度

備
　
　
考

1
2
月

1
1
月

1
0
月

1
月

項
　
　
目

4
月

2
月

3
月

#
１
委
員
会

事
前
説
明

常
任
委
員
会

報
告

選
定
結
果

報
告

一
括
・
個
別
審
議

（
案
）
作
成

#
2
委
員
会

（
現
地
＋
詳
細
審
議
）

件
数
等
に
応
じ

追
加
開
催

意
見
書
手
交

（
委
員
長
→
知
事
）

（
必
要
に
応
じ
）

意
見
書
提
出

（
委
員
→
部
長
）

意
見
書

と
り
ま
と
め

一
括
・
個
別

選
定

件
数
等
に
応
じ

追
加
開
催

（
必
要
に
応
じ
）

意
見
書
提
出

（
委
員
→
部
長
）

開
催
日

調
整

政
策
検
討

委
員
会

委
員
会
説
明
資
料

作
成

翌
年
度
諮
問

案
件
抽
出

翌
年
度
諮
問
予
定
案
件

個
別
資
料
作
成

※
委
員
に
お
い
て

個
別
審
議
案
件
を
検
討

※
委
員
意
見
を

も
と
に
選
定

※
件
数
等
を
踏
ま
え
、
委
員
会

開
催
方
針
（
回
数
等
）
案
決
定

※
個
別
審
議
追
加

の
有
無
確
認

承
諾
書

関
係
機
関

へ
の
推
薦
依
頼

※
委
員
同
席

※
現
地
と
詳
細
審
議
は

別
日
に
な
る
場
合
あ
り
。



＜別記１０＞

○ 建企 第    号

  年  月  日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員各位

長崎県土木部 建設企画課長

    年度長崎県公共事業評価監視委員会における

審議対象予定事業の報告について

このことについて、次年度に再評価・事後評価を実施する予定の事業を、長

崎県公共事業評価監視委員会運営要領第３の７の規定に基づき、別添のとおり

報告いたします。

なお、第１回委員会は○月○旬頃の開催を予定いたしておりますので、宜し

くお願いいたします。

記

１ 添付資料

  年度再評価対象予定事業数一覧（別記４）     

  年度再評価対象予定事業位置図（別記５）       

年度再評価対象予定事業一覧表（別記１１）

  年度事後評価対象予定事業位置図（別記５）       

  年度事後評価対象予定事業一覧表（別記１２）
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＜別記１３＞

  年 月 日

長崎県知事 ○○○○○ 様

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長      ○○○○○

  年度長崎県公共事業評価監視委員会の意見について

  年 月 日付○○建企第  号で諮問のあった下記事項につ

いては、長崎県公共事業評価監視委員会での審議の結果、別添意見書のとおり

答申いたします。

記

１ 諮問事項

  年度再評価・事後評価対象事業の対応方針（原案）について



＜別記１４＞

○ 建企 第    号

  年  月  日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員各位

長崎県知事 ○○○○○

    年度再評価・事後評価対象事業の対応方針の決定について

委員各位におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、  年度長崎県公共事業評価監視委員会の審議結果並びに意見を

踏まえ、各事業の対応方針を決定いたしましたので、長崎県公共事業評価監視

委員会運営要領第５の２の規定に基づき、別添のとおり報告いたします。

記

１ 添付資料

年度再評価対象事業の対応方針一覧表（別記１５）

  年度事後評価対象事業の対応方針一覧表（別記１６）
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＜別記１８＞

○ ○ 第    号

  年 月 日

長崎県知事 様

                                                   ○○○○○

長崎県公共事業評価監視委員会への審議依頼について

本市（町）が実施しております下記事業の再評価結果に基づく対応方針の決

定において、第三者の意見を求める必要がありますので、長崎県公共事業評価

監視委員会運営要領第６の１の規定に基づき、    年度の審議対象事業と

して、関係資料を添えて審議を依頼いたします。

記

１ 審議対象事業

○○○○○○○事業

２ 添付資料

（１）  年度再評価対象事業位置図（別記５）

（２）  年度再評価対象事業一覧表（別記６）

（３）再評価に係る個表資料

（４）その他参考資料



＜別記１９＞

○ ○  第    号

  年  月  日

長崎県知事 様

                                                   ○○○○○

        年度長崎県公共事業評価監視委員会への

      審議対象予定事業の報告について

本市（町）が実施しております下記事業について、次年度に事業の再評価を

実施する必要がありますので、長崎県公共事業評価監視委員会運営要領第６の

１の規定に基づき、関係資料を添えて報告いたします。

記

１ 審議対象予定事業

○○○○○○○事業

２ 添付資料

年度再評価対象予定事業一覧表（別記１１）



＜別記２０＞

○ ○  第    号

    年  月  日

長崎県知事 様

                                                   ○○○○○

    年度再評価対象事業の対応方針の決定について

年 月 日付○○第  号の依頼により、長崎県公共事業評価

監視委員会での審議をお願いしておりました下記事業について、審議結果並び

に意見を踏まえ、対応方針を決定いたしましたので、長崎県公共事業評価監視

委員会運営要領第６の２の規定に基づき、別添のとおり報告いたします。

記

１ 再評価対象事業

○○○○○○○事業

２ 添付資料

年度再評価対象事業の対応方針一覧表（別記１５）



＜別記２１＞

○ 建企 第    号

  年  月  日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長   ○○○○○ 様

長崎県知事 ○○○○○

    年度第 回長崎県公共事業評価監視委員会の

開催依頼について

このことについて、    年度第 回長崎県公共事業評価監視委員会を下

記のとおり開催したいので、長崎県公共事業評価監視委員会運営要領第８の１

の規定に基づき、委員会の招集をお願いいたします。

記

１ 日 時     年 月 日 ○時～○時

２ 場 所      ○○○○



＜別記２２＞

年 月 日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員各位

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長   ○○○○○

    年度第 回長崎県公共事業評価監視委員会の

開催について

  年度第 回長崎県公共事業評価監視委員会について、  年  

月 日付 ○建企第   号にて、長崎県知事より開催要請が参っておりま

すので、長崎県公共事業評価監視委員会運営要領第８の１の規定に基づき、下

記のとおり委員会を招集いたします。

記

１ 日 時       年  月  日 ○時～○時

２ 場 所      ○○○○



＜別記２３＞

○ 建企 第    号

  年  月  日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員各位

長崎県知事 ○○○○○

    年度第１回長崎県公共事業評価監視委員会の

開催について

このことについて、    年度第１回長崎県公共事業評価監視委員会を下

記のとおり開催したいので、長崎県公共事業評価監視委員会運営要領第８の１

の規定に基づき、委員会を招集いたします。

記

１ 日 時       年  月  日 ○時～○時

２ 場 所      ○○○○


